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２．調剤（その３）について 
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 続きまして、「調剤（その３）について」を議題といたします。事務局より資料が

提出されておりますので、説明をお願いいたします。 

  

 

 はい。薬剤管理官でございます。資料「総─２」をご覧ください。 
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説 明 １．調剤基本料 

 

  

  

 ２ページ目に項目、書いてますが、 

 

本日は薬局の体制評価を中心に資料をまとめております。 

 

 まず、調剤基本料の（１）総論です。 
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 ３ページ目は調剤基本料の考え方。 
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 ４ページ目は現在の調剤基本料 
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 ５ページ目は令和４年度改定の内容で、 
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 ６ページ目は以前お示しした調剤基本料別の構成比率でございます。 
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 ７ページ目。 

  

 医療経済実態調査に基づく処方箋集中率と処方箋受付回数の分布です。 
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 ８ページ目は備蓄状況で、 

 

処方箋集中が高いほど、処方箋受付回数が多いほど備蓄品目数が少なくなる傾向

があります。 
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 ９ページ目は医療経済実態調査のデータでございますが、 

  

 立地別の損益率で、 

 

医療モール等で損益率が高い結果となっています。 
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 10ページ目は法人店舗数別で、 

 

大半は損益率が減少しており、 

  

 令和４年改定で基本料見直しを行った 300店舗以上の薬局は損益差額が最も大き

くなっているというものでございます。 
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 11ページ目は店舗数をもう少し細分化したものでございます。 
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 12ページ目は基本料別のデータですが、 

 

特別調剤基本料を算定する、いわゆる敷地内薬局では損益率が増加しており、 

 

損益差額は最も大きくなっております。 
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 13ページ目。 

 

医療資源の少ない地域にある薬局の特例であり、 

 

ここで示している地域で開設している薬局は処方箋集中率や受付回数にかかわ

らず、一番点数が高い調剤基本料１が算定できることになっております。 
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 14ページ目は処方箋集中率と受付回数のグラフでプロットしたものです。 

 

 医療資源の少ない地域にある薬局は全体の 2.2％であり、基本料１が算定できる

特例対象が 358あります。 

 

 こういった所で開設している薬局は集中率が高い薬局も比較的多いですが、 

 

受付回数が 1,000程度とか備蓄品目数も 1,000品目ぐらいであり、 

 

平均以下の小規模の薬局ということにもなっております。 
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 15ページ目。処方箋受付回数別のデータです。 

 

全体的に損益率は減少してますが、1,000回未満の薬局は減少幅が大きいです。 
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 16ページ目は処方箋集中率別のデータです。 
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 次、17ページ目。 

 

 こちらは複数の医療機関から処方箋を受け付けた結果、受付回数が多い薬局につ

いてのことでございます。 

 

 同一建物の医療モールであれば、複数の医療機関の処方箋を受付回数を合算して

計算しますが、 

 

最近では同一区画等の土地に複数の医療機関があり、そこで薬局が処方箋を受け

付ける形態が出ております。 

 

 この場合、医療モールの扱いではないため、受付回数が多くても基本料が高い 

区分で評価されている現状があります。 
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 18ページ目は処方箋受付回数が多い、 

 

4,000回を超えるような薬局では損益率、損益差額は高くなっております。 
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 19ページ目は、 

 

受付回数が 4,000回以上の薬局では、 

 

 集中率が 70％未満では損益率が増加しているという状況です。 
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 次に、（２）20ページ目。 

 

特別調剤基本料、いわゆる敷地内薬局の関係です。 
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 21ページ目は現行制度。 
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 22ページ目は経緯。 

  

 23、24は厚労省の関係会議で指摘されている内容です。 
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 25ページ。 

 

医療経済実態調査の費用別の数値を調剤基本料別で集計したところ、 

 

特別調剤基本料の「医薬品等費」の額がほかと比較して突出して高くなっており

ます。 

 

 右の調剤医療費でも薬剤費の割合が高くなっております。 
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 26ページ目は参考ですが、 

 

医薬品流通では過度な薬価差の偏在解消が課題となっており、対応策が検討され

てますが、 

 

薬局や医療機関による過大な値引き交渉の影響が指摘されており、薬局･医療機

関は節度ある対応が求められているものでございます。 
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 27ページ目。 

 

敷地内薬局は医療機関が公募して開設されることがありますが、具体的な公募 

要件の例です。 

  

 医療機関側から薬局の開局時間など機能を指定しているケースがあり、 

 

本来、薬局は医療機関から独立した機能を持つべきですが、そうとは言い難い 

要件が課されていることが見受けられます。 

  

 31ページ目まで飛んでください。 
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 特別調剤基本料を算定する薬局は、最近は年 100程度の薬局が新規に開設されて

おります。 

 

 特に 300店舗以上のグループが開設することが多いです。 
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 32ページ目は医療機関側から見たデータですが、 

 

特に特定機能病院では全体の３割以上に敷地内薬局があり、 

 

そのうち３割強が複数の敷地内薬局を開設している実態があります。 
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 次に、33ページ。 

 

病院別の敷地内薬局の開設状況ですが、特定の同一グループによる開設が多くな

っております。 

 

 病院側も敷地内薬局の運営実績を求める場合があり、特定の同一グループを意識

している公募になっていることもあります。 
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 34ページ。 

 

そのような特別調剤基本料の土地賃借料、建物賃借料でございますが、 

 

ほかの基本料の薬局と比較して明らかに突出しており、 

 

その額も平均値では「赤字」のとおりですが、実際には大きな額となっているこ

ともあります。 
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 35ページ目。 

 

独立した構造につきましては、 

 

建物が同じであれば医療機関と薬局が「一体」となっていると認識されてもおか

しくない状態になってるケースもあります。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

51 

 

  

 

 36ページ。これは以前、お示ししましたが、 

 

敷地内に薬局があるのに、 

 

医療機関から連携していると考えられていなかったことが多いという調査結果

です。 
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 37ページ目。 

 

 こちらは退院時における薬局との連携課題ですが、 

 

敷地内薬局がある医療機関のほうが退院時の薬局の情報がわからないと回答し

ているものが多く、 

  

 これは退院患者の居住地によるので一概に説明はできないんですけれども、 

 

医療機関から見ると、退院する患者のかかりつけとなる薬局とは認識されていな

い結果となっております。 
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 38ページ目。 

 

高度な薬学管理の状況は、特別調剤基本料のほうが算定率が高いという結果に 

なっています。 

 

 地域で高度な薬学管理を担う役割を果たしていると考えられる一方で、 

 

 同一敷地にある医療機関に対応した役割に過ぎず、院内の調剤所と同程度とも 

言えます。 
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 39ページ目。 

  

 敷地内薬局は平成 28 年の構造設備の規制緩和により、いわゆるフェンス規制が

緩和されたことにより開設が可能になったものです。 

 

 保険薬局の独立性と患者の利便性を両立させる前提で行ったものですが、これは

現状をまとめました。 

  

 医療機関の独立性、先ほどお示ししたような公募要件で薬局の機能を指定してい

ることとか、特定のグループ企業による開設に偏っている現状、また医療機関と同

じ建物に開設している状況がございます。 

 

 構造設備規則は昭和の時代の「第二薬局」問題に始まり、医療機関と薬局の双方

の不適切な事案によりルールがつくられてきた歴史がありますが、このような状況

がさらに進んでいくと医療機関と薬局との間の独立した関係性にさらに影響が出

ることを懸念しております。 
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 経営状況は、損益率は増加しており、費用は医薬品等費、土地賃借料、建物賃借

料の費用がほかの基本料の薬局と比較して突出して高くなってるという状況でご

ざいます。 

 

 また、薬局のかかりつけ機能も期待されてるほどの内容ではありません。 

  

 こういった状況から、一番下にありますが、令和６年の診療報酬改定では、これ

までの情報に基づき対応し、さらに今後の改定でも敷地内薬局の実態を踏まえ対応

することが考えられます。 
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 次、40ページ。体制評価として考えられるイメージですが、 

 

今は敷地内薬局に対する基本料として設定しておりますが、 

 

調剤基本料はグループ単位での評価も行っておりますので、 

  

 敷地内薬局を有しているグループ企業は開設状況に応じて基本料を調節するこ

とも考えられるのではないかということでまとめております。 
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説 明 ２．地域支援体制加算 

  

  

 

 次に、41ページ。 

 

２．地域支援体制加算です。 
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 42ページ目は現行制度。 
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 43ページ目は加算の算定状況。 
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 44ページ目は評価構造のイメージ。 
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 45ページ目は施設基準です。 
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 46ページ目。 

  

 こちらは地域支援体制加算で示されている各種実績要件について、 

 

地域支援体制加算別でどの程度、実施しているか示しているデータです。 
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 47ページ。 

 

 こちらは加算算定状況と後発品の調剤割合です。 

 

 加算を算定している９割以上の薬局が、調剤割合が 70％以上となっております。 
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 48ページ目。 

 

地域支援体制加算の届出をしていない薬局で実施が低いものは、 

 

・24時間体制や 

・在宅対応などでございました。 
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 あと 49ページ目。 

  

 薬局は処方箋を持たなくても住民がアクセスできるような業務を行うべきとし

ており、 

 

調剤だけが薬局の役割であるかのような「調剤薬局」という名称を用いられる 

現状を変えていくべきとして取り組むべき業務が列挙されております。 

 

 健康サポート機能とか、 

 

あと緊急避妊薬。これは昨日から薬局の試行的販売が始まりましたが、女性の 

健康に関する相談等の対応が求められるとしております。 
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 50ページ目が以前、お示ししたものですけれども、右側。 

  

 市販薬を置いてない薬局が一定数、存在するというデータでございます。 
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 51ページ目。 

 

 こちら、薬局は敷地内の禁煙をすべき施設でございますけども、 

 

禁煙ができていない施設や薬局や併設する店舗販売業において、 

 

たばこが販売されてる薬局はまだこれだけ存在するというものでございます。 
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 52ページ目は、地域住民への取組として、 

 

・抗原検査キット、 

・学校薬剤師の取組、 

・緊急避妊薬の取扱いを示しております。 

 

 地域支援体制加算の薬局のほうが多く実施されているという現状がございます。 
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 53ページ目は地域支援体制加算と地域連携薬局。 

 

これは薬機法の認定薬局の関係でございます。 

 

 市販薬の要件は健康サポート薬局の要件を記載しております。 
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 54ページ目は、 

 

この地域連携薬局の認定や健康サポート薬局の届出との関係でございます。 
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 56ページ目。 

 

 こちらは災害や新興感染症の発生時等の対応を評価した連携強化加算で、 
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 57ページ目は関連品目の取扱い状況でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

74 

 

説 明 ３．その他の個別事項 

  

  

 

 次に、58ページ目。 

  

 ３．その他の個別事項でございます。 
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 まず服薬指導に関してですが、 

 

59ページは、特に充実した服薬指導が必要な場面として、 

 

・新たな薬剤の処方、 

・処方変更時 

 

等が多い結果となっております。 
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 60ページ目。 

 

服薬指導に用いる資材としては、 

 

新薬で策定が求められている「リスク管理計画」に基づき、患者向け資材という

のを作ることがあるんですが、 

 

こういった資材を用いる場合も３割程度あるというものでございます。 
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 61、62ページ目は、リスク管理計画に関して、 

 

薬局でどういった業務に活用してたかっていうのを調査した結果でございます。 
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 62のほうでは、 

 

患者向け資材を活用した薬局は全体の 76％程度。 

  

 リスク管理計画を活用している薬局は２割弱程度でございました。 
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 63ページ目は、これは、 

 

インフルエンザ薬の注意喚起として、 

 

お子さんの異常行動の恐れがあるということがあるので対策をとったかどうか

を調査した結果です。 

 

 先ほどのリスク管理計画に基づく患者向け資材を使って説明したほうが対策を

とっていたという結果になっております。 
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 64ページ目は、 

 

服薬指導のメリハリに関しては、 

 

認知症患者に対しても服薬管理をしっかりする必要があるというものでござい

ます。 
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 65ページ目は、 

 

認知症患者の服薬管理を行うことによる患者のメリットの調査結果でございま

す。 
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 66ページ目。 

  

 次に、薬剤服用歴の取扱いです。 

 

 薬剤服用歴、いわゆる薬歴は令和元年の法改正で薬剤師法に基づく調剤録の記載

事項の一部として規定をされております。 
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 この薬歴の記載、67ページ目。 

 

多くの時間をかけているという、以前もお示しした内容の別の観点の調査結果で

ございます。 
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 68ページ目はこの負担軽減。 

  

 記載の負担軽減のための工夫を半数の薬局ぐらいで実施しているというもので

ございます。 
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 69ページ目。改めて薬歴の関係でございますが、 

 

この服薬管理指導料における薬剤服用歴の記載事項でございます。 

 

 この薬歴は次回の服薬指導の際に参照して活用するためのツールになるので、 

記載が必要なのは当然でございますけども、 

  

 薬剤師が実施したことを全てそのまま記録することを求めているのではなく、 

必要な要点を記録するということが本来の趣旨ということで、 
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 算定根拠のために、 

 

漏れなく詳細に記載、記録するというものではないというふうに認識しておりま

す。 
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 次に、71ページ目。 

  

 最後ですけども、薬剤の容器の取扱いです。 

 

 軟膏やシロップなどの薬剤は容器に入れて患者に交付しますが、容器の取扱いは

基本は貸与で、患者が希望したら実費負担で容器を交付できますが、患者が返却し

たら容器代を返還するという取扱いが規定されてます。 

 

 ただし、現実問題として、容器が返却されても再利用することがないってのが 

実態でございます。 

 

 これは薬局に限らず、医療機関も同様の取扱いとなっております。 
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説 明 ４．課題と論点 

 

  

 

 最後、72は課題。 
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 73ページ目に論点をまとめております。 

 

 「調剤基本料」は、資料でお示しした区分別のさまざまな収益状況等の情報を 

踏まえまして、調剤基本料について、どのように考えるか。 

  

 いわゆる敷地内薬局は開設状況、収益状況、医療機関における公募状況等の関係

性やかかりつけ機能を踏まえて診療報酬上の評価をどのように考えるか。 

  

 「地域支援体制加算」は、地域への貢献をより推進する観点からどのように考え

るか。 

  

 また、健康づくりの取組、認定薬局の状況等から地域支援体制加算のあり方につ

いて、どのように考えるか。 
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 「その他の事項」として、メリハリをつけた服薬指導、薬剤服用歴のあり方、 

薬剤の容器の取扱いに関して、それぞれどのように考えるかという点をお示しし 

ております。 

 

 説明は以上でございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。 
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